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・報告書中の数値は、端数処理の関係で総額と内訳の合計とが一致していない

場合がある。 

・外部監査の結果のうち、違法又は不適切な疑いがあり、是正措置が必要と考

える事項については（指 摘）として表記し、直ちに是正措置が必要とまで

は考えないが、是正措置の検討が望まれる事項については（意 見）として

表記している。 
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第１ 外部監査の概要 

 

１．外部監査の種類 

 

地方自治法第 252条の 37第 1項の規定に基づく包括外部監査 

 

２．選定した特定の事件（テーマ） 

 

水道事業及び下水道事業に係る財務事務の執行及び事業の管理 

 

３．事件（テーマ）を選定した理由 

 

県では、岐阜東部上水道用水供給事業として、東濃、可茂地域の 7 市 4町

を対象に水道用水の供給を行っている。現在では、給水人口減少に伴う水需

要の低下が見込まれる一方で、施設・管路の老朽化の本格化、技術職員の高

齢化などの課題が顕在化しており、水道を取り巻く環境は大きく変化してい

る。そのような中でも、今後も安全な水を安定して供給し続けるため、平成

29 年 3 月に、50 年先を見据えた取り組むべき方向性を示すため「新岐阜県

営水道ビジョン」を策定するとともに、事業の効率化、経営健全化に特化し

た具体的方策を示す「岐阜県営水道経営戦略」を策定している。また、市町

村が行う水道事業への指導も行っている。 

また、木曽川右岸流域下水道事業として、木曽川及び長良川流域の 4市 6

町を対象に汚水の広域的処理を行っている。今後、本格的に人口減少が進む

こと、整備された施設の老朽化が進むこと、財政状況が厳しくなることなど、

汚水処理施設を取り巻く状況の変化に対応して、より効率的な整備や維持管

理が求められていることから、当該事業は、平成 32 年度からの地方公営企

業法の適用への移行業務を平成 28 年度から計画的に推進しており、経営戦

略も同年度までに策定する予定である。さらに、県全域の汚水処理の普及促

進を目的として、市町村が行う公共下水道事業への指導も行っており、平成

5 年度に策定した全県域下水道化構想の改訂を平成 29 年度に行う予定であ

る。 

このような事業環境を踏まえると、県の水道事業及び下水道事業に係る財

務事務の執行及び事業の管理の状況を具体的に把握し問題点を洗い出し、改

善点を提示することは有意義であると判断し、平成 29 年度の監査テーマと

して選定した。 
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４．外部監査の対象部署 

 

岐阜県健康福祉部、都市建築部及び財政的援助団体 
 

５．外部監査の対象期間 

 

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日 

（ただし、必要に応じて過年度に遡り、また平成 29 年度分も対象とした。） 

 

６．外部監査の実施期間 

 

自：平成 29年 6月 19日 至：平成 30年 3月 19日 

 

７．外部監査の方法 

 

（１）監査の主な要点 

 

① 事務手続が関係する法令や条例等に準拠しているか（合規性） 

② 給水収益や流域下水道維持管理負担金の単価設定は適切か 

③ 工事、修繕、委託、物品購入等の契約事務が経済的・効率的に行われ

ているか 

④ 関連する施設の維持管理や更新計画が3E(経済性・効率性・有効性）の

観点から適正に実施されているか 

⑤ 水質管理は法令や条例等に準拠し適切に実施されているか 

⑥ 関連する財政援助団体における事業が適切に実施されているか 

⑦ 市町村が行う水道・下水道事業への指導は適切に実施されているか 

⑧ 事業環境の変化に対応し、持続的な経営確保のための取組が適切にな

されているか 
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（２）主な監査手続 

 

① 関連書類一式を閲覧し、合規性の検証のための関連規則等との照合を実

施した。 

② 経済性・効率性等の検証のために、どのような事務処理や業務改善等が

なされているかについて、担当部署に対してヒアリング及び関連書類の

調査・分析等を行った。 

③ 必要と考えた施設等の現場視察を行った。 

 

８．外部監査の補助者 

 

田 中 豪 明（公認会計士） 

河 村 崇 志（公認会計士） 

中 條 尚治郎（公認会計士） 

白 井   佳（公認会計士） 

在 塚 賢太郎（公認会計士） 

蓑 田 浩 行（公認会計士） 
林   孝 卓（日本公認会計士協会準会員） 

山 田 麻 登（弁護士） 
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第２ 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の概要 

 
１．水道事業の概要 

 
（１）岐阜県の水道について 

 
水道の管理は地方自治体を基本単位としてなされる。最近 10年間における

岐阜県全体の水道施設別・給水人口の推移は下表のとおりである。普及率は

平成 18 年度以降において継続的に約 96％となっており、ほとんどの自治体

で整備はほぼ完了しており、維持管理に主眼を置いた運営に移行している。 

 

 
（出典：岐阜県における水道の概況） 
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（２）岐阜県営水道事業の概要 

 

 ① これまでの経緯 

 

岐阜県の人口約 203万人（平成 27年国勢調査による）のうち、半数以上が

住んでいる岐阜・西濃地域１は、地下水源が豊富であることまた、飛騨地域

は、需要に見合った清浄な表流水が豊富であることから、市町村単独による

水道事業が運営されている。 

一方、岐阜東部地域（東濃地域及び可茂地域）においては、地形・地質的

に地下水源に乏しく、昭和 30 年代までは、 市町が保有する決して豊潤とい

えない水源により水道事業が運営されていた。 

しかし、昭和 40年代に入ると、経済発展や地域開発、また進む都市化等に

よる水需要の増加、それに伴う原水の著しい水質悪化に対して、個々の市町

営水道で対応していくことが、非常に難しい状況となっていた。 

また、市町による新たな水源開発も困難であったことから、将来の水需要

に対する新たな水源の確保と広域的な水道整備が切望されるようになった。 

このため、これらの要望に応えるべく、県営による水道用水供給事業とし

て、昭和 46 年度から水道施設の建設工事に着手し、昭和 51 年度から水道用

水の供給を開始した。 

給水開始当初の給水規模は、6市 4町（多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那

市、美濃加茂市、土岐市、坂祝町、富加町、川辺町及び笠原町）の約 28万人

であったが、およそ 40年経過した現在では、7市 4町（多治見市、中津川市、

瑞浪市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町及び

御嵩町）の約 50万人に拡大している。 

（出典：新岐阜県営水道ビジョン） 
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② 受水市町の概要 

 

岐阜県営水道が供給する 7 市 4 町(東濃地域 5 市、可茂地域 2 市 4 町)の

水道事業の概況は下表のとおりである。 

 

【用語の解説】 

(*1) 水道事業・水道用水供給事業を行うに当たって、厚生労働大臣から事

業の認可を得ることである。 

(*2) 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のことであ

る。 

(*3) 年間の一日給水量のうち最大のものである。 

(*4) 年間総給水量を年日数で除したものである。 

（出典：新岐阜県営水道ビジョン） 

  

③ 水道施設 

 

岐阜県営水道の水道施設（浄水場）イメージと各施設の位置図は以下のと

おりである。 
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（出典：新岐阜県営水道ビジョン） 
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 ④ 組織体制 

 

（出典：新岐阜県営水道ビジョン） 
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 ⑤ 経営と料金 

 

ア．事業開始 

施設建設は当初計画額161億円で昭和46年から着手したが、建設途中にオ

イルショックの影響から建設費は289億円と大きく膨れあがった。 

この財源は、建設費の88％の253億円を借入金で賄っており、多額の借入

金を抱えることとなった。また、水道料金については、受水市町の負担を考

慮して低い料金設定で開始したこともあり、当初から多額の赤字が発生し

た。 

 

イ．財政再建 

事業開始から経営は悪化の一途をたどり、昭和55年度末には累積欠損金

(*7) 94億円(うち不良債務(*8) 55億円)に達すると見込まれたことから、地

元代表や外部有識者で構成する「料金問題協議会」から料金改定などによる

経営立て直しの提言を受け、「自主財政再建計画」を策定・実行した。対策

の主な内容は次のとおりである。 

 

(a) 料金の引き上げ(基本料金と使用料金から成る二部料金制の採用) 

(b) 受水市町と県(一般会計)からの財政支援 

(c) 給水量の拡大 

(d) 人員削減など経営の合理化 

 

その結果、平成元年度に累積欠損金を解消し、財政再建を完了した。 

 

供給単価（*9）の推移及び損益の状況は以下のとおりである。 

 
【用語の解説】 

(*7) 営業活動によって欠損を生じ、繰越利益剰余金や利益積立金、資本剰

余金等で補填できなかった各事業年度の損失が累積されたものである。 

(*8) 流動資産(現預金、未収金、前払い金など）を流動負債(一時借入金を

除く、未払い金、前受け金など）が超える額であり、資金不足が生じて

いることを示している。 

(*9) 水道水を１㎥供給したときに得られる収益をいう。 
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ウ．料金の引き下げ 

平成元年度の財政再建達成に合わせて受水市町から料金引き下げの要望が

あり、平成元年12月から5％引き下げ、平成2年4月からさらに16.5％引き下

げを行った。 

平成26年4月には、9.8％引き下げ、供給単価96.4円/㎥として現在に至っ
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ている。水道料金の推移は以下のとおりである。 

 

 

エ．経営状況 

収入及び支出はほぼ横這いの状況であり、経営状況は良好である。これま

で一定の収入を確保できた要因は、下図のとおり給水収入以外の収入(総収

入と給水収入の差)が得られたためである。これは、主に県の一般会計から

の財政支援である。ただし、近年はほぼ給水収入のみで経営する状態に移行

している。収益的収支(*10)の推移は以下のとおりである。 

 
また、次の図は主に施設整備の事業費とその財源(企業債(*11)、国庫補助、

県出資金)の推移である。初期投資では全面的に企業債を活用しているが、後
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年発生している償還金に対して県からの出資金が措置されている。今後は出

資金の対象とならない施設更新が多くなってくるほか、新たに大容量送水管

整備事業に着手したため、自己資金の確保が最も重要となる。自己資金とな

る内部留保資金(*12) (折れ線グラフ)は順調に確保(平成 27年度末約 110億

円)されており、県営水道施設の安全・安心の維持に向けて、内部留保資金を

活用することにより、企業債の利子負担を極力抑える事業経営をしている。

資本的収支(*13)の推移は以下のとおりである。 

 

【用語の解説】 

(*10) 企業の経常的経営活動に伴って発生する収入と、これに対応する支出

のことである。 

(*11) 地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために起こす

地方債のことである。 

(*12) 減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益

によって、企業内に留保される自己資金のことである。 

(*13) 収益的収入及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うも

ので、主として建設改良及び企業債に関する収入及び支出である。 

 

 
 

なお、企業債の未償還残高については、下図の折れ線グラフのとおり順調

に減少している。平成 27 年度末で約 82 億円となっており、当初借入額の約

1／3となっている。 
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（出典：新岐阜県営水道ビジョン） 

 
 ⑥ 財政状態と経営成績の推移分析 

 

 ア．経営成績の推移分析 

 

 直近 5年間の損益計算書は、下表のとおりである。 

 
 
※1  平成 26年 4月に供給単価を従前の 106.7円/㎥から 96.4円/㎥に引き下げ

たため平成 26年度以降営業収益が減少した。 

※2  会計制度の改正により、固定資産の取得に係る補助金等のうち償却資産に

（単位：百万円）
損益計算書 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
営業収益 ※１ 5,722 5,588 5,576 5,114 5,078
営業費用 3,909 3,992 4,031 4,205 4,040
減価償却費 ※２ 1,455 1,645 1,834 2,009 1,975
営業利益 1,813 1,595 1,545 908 1,038
営業外収益 51 56 57 236 237
他会計補助金 12 8 6 2 2
長期前受金戻入 ※２ - - - 183 177
営業外費用 258 235 251 228 210
支払利息及び企業債取扱諸費 258 234 250 226 208
経常利益 1,607 1,416 1,351 916 1,065
特別利益 - - - - 0
特別損失 ※３ - - - 135 100
当年度純利益 1,607 1,416 1,351 781 965
前年度繰越利益剰余金 - - - - -
その他未処分利益剰余金変動額 - - - 1,629 781
当年度未処分利益剰余金 1,607 1,416 1,351 2,411 1,746
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充当した額の合計を平成 26年度以降営業外収益に計上した。 

※3  退職給付引当金に係る会計基準変更時差異について、平成 26 年度から 5

年間にわたり均等額 100百万円を費用処理している。 

 
 イ．財政状態の推移分析 

 

 直近 5年間の貸借対照表は、下表のとおりである。 

 
※1  平成 24年度建設仮勘定から本勘定への振替 

 建物：小名田調整・配水池 調整池建物 1,130 百万円増加、東濃西部送水

幹線 1,056百万円増加 

  構築物：東濃西部送水幹線（送水管）5,570百万円増加 

機械及び装置：東濃西部送水幹線（電気設備 373 百万円増加、ポンプ設備

736百万円増加）  

※2  平成 26年度地方公営企業会計基準の見直しにより従来資本金に計上され

（単位：百万円）
貸借対照表 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
有形固定資産 36,367 36,051 35,968 34,381 34,591
土地 1,987 2,034 2,078 2,078 2,086
建物 ※１ 1,320 3,466 3,407 3,824 3,729
構築物 ※１ 15,162 20,504 19,790 16,886 16,159
機械及び装置 ※１ 8,865 9,802 9,183 8,941 8,727
車両運搬具 3 4 8 9 8
工具、器具及び備品 77 120 111 117 163
建設仮勘定 ※１ 8,950 119 1,387 2,523 3,715
無形固定資産 9,112 8,904 8,741 8,532 8,282
ダム使用権 9,104 8,897 8,735 8,528 8,279
その他 7 7 5 3 2
流動資産 13,745 14,128 15,846 15,414 15,762
現金預金 13,008 13,496 15,192 14,813 15,175
その他 736 632 653 601 587
資産合計 59,225 59,084 60,555 58,328 58,636

固定負債 3,286 3,496 3,612 11,852 11,242
企業債 ※２ - - - 8,191 7,565
引当金 2,892 3,284 3,589 3,642 3,677
その他固定負債 393 212 22 18 -
流動負債 2,280 885 1,073 1,797 1,603
企業債 ※２ - - - 597 626
未払金 2,278 884 1,072 1,162 895
引当金 - - - 36 79
その他流動負債 1 1 1 1 1
繰延収益 ※３ - - - 5,278 5,380
負債合計 5,566 4,381 4,685 18,929 18,225

資本金 ※２ 43,884 45,028 45,969 36,635 38,311
資本剰余金 ※３ 8,206 8,257 8,549 352 352
利益剰余金 1,607 1,416 1,351 2,411 2,099
資本合計 53,658 54,702 55,869 39,399 40,140
負債資本合計 59,225 59,084 60,555 58,328 58,636
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ていた建設改良に要する企業債を負債に計上した。  

※3  平成 26年度地方公営企業会計基準の見直しによりみなし償却制度が廃止

されたため、従来資本剰余金に計上されていた固定資産の取得に係る補助

金等が資本として計上されなくなった。その一方で、固定資産の取得に係る

補助金等の合計を長期前受金として負債（繰延収益）に計上した。 

 

⑦ 他団体との比較分析 

 

岐阜県営水道と有収水量が同程度の 9 団体の水道用水供給事業と県営水道

を比較すると以下のとおりになる。 

 

ア．供給単価と給水原価 

 

一定の原価計算に基づいて各地方自治体に請求する 1 ㎥当たりの料金と

して計算される供給単価（水道料金単価）は、各事業体のおかれた環境や条

件に左右される。岐阜県を含む 10団体の中では県の供給単価は 95.38円／㎥

で 5番目であり、給水原価は 76.15円／㎥で供給単価と同様に 5番目である。

供給単価から給水原価を控除すると 19.23 円／㎥で 2 番目に差が大きい。こ

れは供給単価が平均を 3.34 円／㎥上回り、給水原価が平均を 4.98 円／㎥円

下回っているためである。 

 

 

供給単価・給水原価10 団体比較表（平成27年度総務省地方公営企業年鑑より）

項目
年間総有収

水量　（千㎥）
給水人口

（人）
(α）-(β）

福井県 32,751 298,901 88.35 7位 65.88 8位 22.47

富山県 35,361 306,738 50.03 10位 41.62 10位 8.41

京都府 39,765 659,362 109.46 3位 114.80 1位 -5.34

滋賀県 48,010 685,183 93.42 6位 74.20 6位 19.22

岐阜県 52,240 494,312 95.38 5位 76.15 5位 19.23

石川県 56,741 998,767 99.00 4位 89.61 4位 9.39

香川県 63,686 922,585 68.03 9位 62.51 9位 5.52

三重県 71,876 1,476,091 111.82 2位 110.39 2位 1.43

奈良県 74,452 1,283,384 125.20 1位 110.00 3位 15.20

山形県 75,572 978,579 79.67 8位 66.10 7位 13.57

10団体平均 55,045 810,390 92.04 81.13 10.91

(α）
供給単価
（円／㎥）

(β）
給水原価
（円／㎥）
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 イ．施設の稼働状況 

 

また、水道事業の施設効率を判断する施設利用率（一日平均配水量（岐阜

県：約 143,431㎥/日）が一日最大配水能力（岐阜県：257,800㎥/日）に占め

る割合）及び最大稼働率（一日最大配水量（岐阜県：160,811㎥/日）が一日

配水能力（岐阜県：257,800㎥/日）に占める割合）で比較すると、県は施設

利用率 55.6%、最大稼働率 62.4%といずれも 10団体の中で 8番目である。 

岐阜県は平成 27年度以降施設のダウンサイジングに取り組み、施設利用率

及び最大稼働率の改善を図っている。 

 

 

-20.00
0.00

20.00
40.00
60.00
80.00

100.00
120.00
140.00

単価原価他団体比較

(α）

供給単価

（円／㎥）

(β）

給水原価

（円／㎥）

(α）-(β）

項目

福井県 93.1 1位 99.0 1位

富山県 71.6 2位 81.0 3位

香川県 70.0 3位 77.6 4位

滋賀県 66.8 4位 82.5 2位

京都府 65.6 5位 74.2 5位

石川県 63.8 6位 71.1 6位

山形県 59.8 7位 71.1 7位

岐阜県 55.6 8位 62.4 8位

三重県 46.7 9位 53.2 9位

奈良県 46.3 10位 51.9 10位

平均 63.9 72.4

施設利用率（％） 最大稼働率（％）

施設稼働状況10 団体比較表（平成27年度総務省
地方公営企業年鑑より）
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⑧ 全国平均との比較 

 

全国の 22府県営用水供給事業の平均値を 100 とした場合の、平成 27年度

の用水供給事業を表したグラフは下記のとおりであり、その特徴は次のとお

りである。 

 
全国平均比に基づく流動比率が 461.76と高いのは、減価償却費や修繕引当

金等の現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、内部留

保が十分あるためと考えられる。 

全国平均比に基づく管路経年化率が 46.09 と低いのは平成 24 年度に東濃

西部送水幹線（送水管）を整備したためである。 
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２．工業用水道事業の概要 

 

（１）事業の概要 

 

① 事業の経緯 

 

当事業は、可茂地域の 1 市 2 町（美濃加茂市・坂祝町・川辺町）へ計画給

水量 13,500 ㎥/日を給水するため、平成 7 年度に補助事業採択を受け、平成

8～9年度に施設を建設、平成 10年 4月より給水を開始し、平成 12～13年度

には給水区域内の工業団地整備に合わせた管路の拡張、平成 14年度にはポン

プ施設の整備等による管路延長など、地域の工業用水需要に応えているとこ

ろである。また、平成 15年度からは水資源及び施設の有効活用や事業経営の

向上等を図るため、公園などへの雑用水の供給を行っている。なお、施設建

設においては、段階的整備方針のもと一部が未了となっている。下記に平成

29年 3月 31日現在の給水先事業所数及び契約水量を示す。 

 

業種 給水先事業所数 契約水量(m3/日) 

製造業 10 2,868 

雑用水 2 360 

合計 12 3,228 

 
② 工業用水道施設の概要 

 

当事業は、利水・治水・発電用多目的ダムとして共同負担方式により建設さ

れた岩屋ダム（岐阜県下呂市）を水源とし、清流飛騨川において取水（表流

水）後、約 17km の木曽川用水を経て美濃加茂市地点より専用施設へ導水

（0.9km)している。岩屋ダム及び木曽川用水右岸幹線水路は、独立行政法人

水資源機構の管理となっている。配水場からは、原水を自然流下方式 1 ルー

ト(13.6km)とポンプ圧送方式 1ルート(1.4km)の計 2ルートにより配水し、導

水管はφ600～900mm、配水管はφ75～450mm のダクタイル鋳鉄管を使用して

いる。現在施設能力は、9,760㎥/日である。 

 
③ 事業の特徴 

 

ⅰ．取水地点は飛騨木曽川国定公園の清流飛騨川上流にあって、良質な原水

が確保される。 
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ⅱ．施設は平成 9 年 3 月に完成した新しい施設であり、耐震適合性の確保を

図りながら安定給水を行っている。 
ⅲ．将来的な需要の増加にも対応できる豊富な水量を確保している。 
ⅳ．配水管は東海環状自動車道の美濃加茂 IC周辺及び最寄りの工業団地に整

備しており、進出企業に対してスムーズに水を供給することが可能である。 
（出典：岐阜県 ホームページより） 

 
（２）工業用水の用途と料金 

 
① 工業用水の用途 

 

工業用水と言っても、もとは上水道と同じ原水である。工業用水は通常上

水道として飲用するための浄水処理を省き、安価に提供している。工場内で

は様々な用途に使用されている。 
 

ⅰ．機器器具類の洗浄、工業用原料などの洗浄 
ⅱ．加工製品の冷却、機器器具及び空調などの冷却 
ⅲ．工業製品、化学製品、加工食品などの原料 
ⅳ．公園などの噴水、散水、トイレ用水などの雑用 

 
② 工業用水の料金 

 

ⅰ．契約水量に応じて、毎月の利用料金がかかる。計算方法は、契約水量（時

間当たり）×24時間×日数（月当たり）×1㎥当たり料金である。 

ⅱ．契約した水量分をすべて利用しない場合でも、契約分の料金がかかる。

（責任水量制） 

ⅲ．毎月の支払額に別途消費税・地方消費税が加算される。 

 

＜1m3当たり料金（税別）＞ 

基本料金 58円/m3 
ただし、1 日当たりの契約水量が 500m3を超える企業に

ついては、日量 500m3を超える契約水量部分は 34円 

超過料金 

（※） 
103円/m3 

ただし、1 日当たりの契約水量が 500m3を超える企業に

ついては、契約水量を超えて使用した部分は 79円 

※超過料金：契約水量を超えて使用した水量に対する料金 

 

 この料金は平成 29年 4月 1日（4月分の料金）から適用されている。 
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（３）財政状態と経営成績の推移分析 

 

① 経営成績の推移分析 

 

直近 5年間の損益計算書は、下表のとおりである。 

 

 

※1  会計制度の改正により、固定資産の取得に係る補助金等のうち償却資産

に充当した額の合計を平成 26年度以降営業外収益に計上した。 

 
② 財政状態の推移分析 

 

 直近 5年間の貸借対照表は、下表のとおりである。 

（単位：百万円）
損益計算書 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

営業収益 70 68 70 79 83

営業費用 42 44 45 51 52

減価償却費 ※１ 31 32 32 41 41

営業利益 27 24 24 27 30

営業外収益 0 0 0 9 9

長期前受金戻入 ※１ - - - 9 9

営業外費用 12 11 10 9 8

支払利息及び企業債取扱諸費 12 11 10 9 8

経常利益 15 13 14 27 31

特別利益 - - - - 3

特別損失 - - - 5 -

当年度純利益 15 13 14 21 35

前年度繰越利益剰余金 - - - - -

その他未処分利益剰余金変動額 - - - 15 21

当年度未処分利益剰余金 15 13 14 37 56
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※1  平成 26年度地方公営企業会計基準の見直しにより従来資本金に計上さ

れていた建設改良に要する企業債及び他会計借入金を負債に計上した。 

※2  平成 26年度地方公営企業会計基準の見直しによりみなし償却制度が廃

止されたため、従来資本剰余金に計上されていた固定資産の取得に係る

補助金等が資本として計上されなくなった。その一方で、固定資産の取得

に係る補助金等の合計を長期前受金として負債（繰延収益）に計上した。 

  

（単位：百万円）
貸借対照表 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

有形固定資産 1,764 1,753 1,731 1,595 1,565

土地 284 284 284 284 284

構築物 1,364 1,348 1,321 1,198 1,212

機械及び装置 26 25 26 6 7

工具、器具及び備品 - 0 0 0 0

建設仮勘定 87 93 99 105 60

無形固定資産 168 174 189 195 194

ダム使用権 168 174 189 195 194

流動資産 92 89 82 94 110

現金預金 86 83 76 86 102

その他 6 6 6 7 7

資産合計 2,025 2,017 2,003 1,885 1,870

固定負債 2 2 3 856 806

企業債 ※１ - - - 356 315

他会計借入金 ※１ 492 486

引当金 2 2 3 8 4

流動負債 2 1 1 44 51

企業債 ※１ - - - 39 40

他会計借入金 - - - - 5

引当金 - - - 0 0

その他流動負債 2 1 1 4 4

繰延収益 ※２ - - - 302 293

負債合計 4 4 4 1,203 1,151

資本金 ※１ 1,521 1,505 1,489 568 584

資本剰余金 ※２ 482 494 494 76 76

利益剰余金 15 13 14 37 56

資本合計 2,020 2,013 1,999 681 718

負債資本合計 2,025 2,017 2,003 1,885 1,870
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３．下水道事業の概要 

 
（１）下水道について 

 
① 下水道の役割 

 

下水とは、生活もしくは事業（耕作の事業を除く）において発生する汚水

又は雨水をいう。そして、下水道は、下水を速やかに排除あるいは処理する

ことにより以下の 5 つの役割を果たし、快適な生活環境等を創出している。 

 
ア．生活環境の改善 

 

下水道の整備により、トイレがすべて水洗化され、よごれたどぶがなくな

り、清潔で快適な生活環境が確保される。 
 

イ．浸水の防除 

 

都市に降った雨水について下水渠を通して河川へ排除し、貯留・浸透する

ことにより、浸水から街を守る。 
 

ウ．公共用水域の水質の保全 

 

家庭や工場から排出される汚水を処理場で浄化し、河川や海等に放流す

ることにより水質の保全を図る。特に、湖沼等の閉鎖性水域、水道水源河川

等において積極的に高度処理を実施する。 
 

エ．下水道資源及び施設の有効利用 

 

下水道は、水・汚泥・熱等の多くの利用可能な資源・エネルギーを有して

いるため、省エネ・リサイクル社会の実現に向けて、その有効利用を図る。

また、処理場の上部の公園、運動場としての利用、下水道管渠を活用した情

報通信網の構築などの有効利用を図る。 
 
オ．望ましい水循環・水環境の創出 

 

近年、潤いや安らぎを得る場としての親しみやすい水辺の要求や水への
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関心の高まり、安全な飲み水への要請、頻発する渇水問題など、水を取り巻

く社会状況は非常に複雑になっている。一方で、下水道を経由して排水され

る水量は、全国で使用される生活用水の約 3/4 を占めるまでになっており、

今後は、様々な水問題の解決、望ましい水循環の創出に向けて、下水道の積

極的な取り組みが期待される。 
（出典：国土交通省近畿地方整備局 ホームページより） 

 
② 下水道の仕組み 

 

下水道法第 2 条第 2 号では下水道は「下水を排除するために設けられる

排水管、排水渠その他の排水施設（かんがい排水施設を除く。）、これに接続

して下水を処理するために設けられる処理施設（し尿浄化槽を除く。）又は

これらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施

設の総体をいう。」と定義されている。 

家庭や工場から流された汚水は、下水管を通って下水処理場に集められ、

流入ポンプ棟で下水管によって集められた汚水を汲み上げて水処理施設に

送る。水処理施設では、大きな汚れが微生物により取り除かれる。急速ろ過

池で残った小さな汚れをろ過で取り除き、放流ポンプ棟で最後に塩素によっ

て消毒されたきれいな水を川へ流す。 
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 （出典：国土交通省 ホームページより） 

 

③ 下水道の種類 

  

下水道の種類には公共下水道、流域下水道、都市下水路がある。 

公共下水道とは、下水道法第 2条第 3号イに「主として市街地における下

水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処

理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除

すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの」と記載されており、又

は下水道法第 2条第 3号ロに「主として市街地における雨水のみを排除する

ために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは

海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの」と記載され

ている。 

流域下水道とは、下水道法第 2条第 4号イに「専ら地方公共団体が管理す

る下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するため

に地方公共団体が管理する下水道で、2以上の市町村の区域における下水を

排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの」と記載されており、

又は下水道法第 2条第 4号ロに「公共下水道（終末処理場を有するもの又は

前号ロに該当するものに限る。）により排除される雨水のみを受けて、これ

を河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理

する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、
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かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの」と記載されてい

る。 

都市下水路は、主として市街地(公共下水道の排水区域外)において、専ら

雨水排除を目的とするもので、終末処理場を有しないものをいう。 

 
④ 全国の汚水処理人口普及率と下水道処理人口普及率 

 
汚水処理人口普及率は、汚水処理施設の普及状況の指標であり、下水道・

農業集落排水事業・合併処理浄化槽施設等及びコミュニティプラントの処理

区域内人口を、その地域の人口で除した率である。下水道処理人口普及率は、

下水道がどのくらい整備されているかを表す指標であり、その地域の人口の

うち、下水道を利用できる人口の割合のことである。 
以下は、平成 28年度末における全国各都道府県における汚水処理人口普

及率と下水道処理人口普及率を記載しており、県の汚水処理人口普及率は

91.6％（全国 13 位）であり全国平均の 90.4％を上回っており、下水道処理

人口普及率は 75.3%（全国 18 位）であり、全国平均の 78.3％を下回ってい

る。 
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⑤ 岐阜県下水道事業の概要 

 
岐阜県の公共下水道事業は、昭和 9 年に岐阜市が全国に先駆けて分流式

により事業に着手し、東京、名古屋、京都、豊橋についで、全国で 5番目に

処理を開始したことに始まる。昭和 30 年代に大垣市、瑞浪市、関市が、昭

和 40 年代に多治見市、恵那市、高山市、土岐市、中津川市が順次事業に着

手し、その後、特定環境保全公共下水道を含めて町村部でも着手した。平成

27年度末時点では、21市 16町 1村（21市 19町 2村中）で事業が実施され、

下水処理を行っている。県においては、木曽川右岸流域下水道事業を昭和 52

年に着手し、平成 3年度に処理を開始、平成 8年度には幹線管渠が完成、現

在は流域関連市町からの汚水流入量の増加に合わせて各務原浄化センター

の増設工事、大規模地震に備えた耐震補強工事等を進めている。また、木曽

川及び長良川、揖斐川、庄内川、神通川の各流域で、個々の下水道計画の上

位計画になる木曽川及び長良川、揖斐川、庄内川の各流域別下水道整備総合

計画を平成 23年 2月に改定し、神通川流域別下水道整備総合計画を平成 27

年 5 月に策定した。平成 28 年度末の下水道処理人口普及率は 75.3%となっ

ており、これは、全国の平均普及率（78.3%）に比べてまだ低い状況であり、

今後とも下水道整備を緊急かつ積極的に推進していく必要がある。 
 

⑥ 県内市町村の汚水処理人口普及率及び下水道処理人口普及率 

 

平成 27年度末現在における汚水処理人口普及率及び下水道処理人口普及

率は、以下のとおりである。 
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（出典：平成 28年度岐阜県の下水道） 

（単位：％）

市 町 村 名
汚水処理人口

普及率
汚水処理人口

普及順位
公共下水道

普及率
公共下水道
普及順位

岐 阜 市 97.0 13 92.4 7
大 垣 市 93.5 20 87.7 9
高 山 市 98.0 9 84.1 13
多 治 見 市 95.6 16 93.4 5
関 市 98.9 7 86.4 11
中 津 川 市 89.7 24 61.1 27
美 濃 市 97.3 12 73.6 20
瑞 浪 市 82.8 31 67.0 23
羽 島 市 72.5 38 44.1 33
恵 那 市 86.9 27 59.2 29
美 濃 加 茂 市 99.3 6 90.4 8
土 岐 市 93.2 22 84.0 14
各 務 原 市 93.8 19 79.4 15
可 児 市 98.0 10 95.0 4
山 県 市 77.6 36 40.1 34
瑞 穂 市 55.1 41 7.9 38
飛 騨 市 94.8 17 76.0 18
本 巣 市 83.5 29 21.0 36
郡 上 市 96.7 14 57.5 30
下 呂 市 96.3 15 66.1 26
海 津 市 91.2 23 73.8 19
岐 南 町 94.2 18 92.9 6
笠 松 町 88.5 25 86.1 12
養 老 町 53.7 42 24.0 35
垂 井 町 74.9 37 57.5 31
関 ヶ 原 町 97.6 11 76.3 16
神 戸 町 82.9 30 66.8 24
輪 之 内 町 84.4 28 73.4 21
安 八 町 100.0 1 100.0 1
揖 斐 川 町 87.8 26 8.2 37
大 野 町 60.0 40 0.0 39
池 田 町 79.0 35 48.8 32
北 方 町 100.0 3 100.0 2
坂 祝 町 99.4 5 70.4 22
富 加 町 100.0 1 60.5 28
川 辺 町 99.7 4 96.2 3
七 宗 町 71.5 39 0.0 39
八 百 津 町 93.4 21 76.1 17
白 川 町 81.3 34 0.0 39
東 白 川 村 82.3 32 0.0 39
御 嵩 町 82.1 33 66.3 25
白 川 村 98.9 8 87.6 10
市 計 92.5 78.0
町 村 計 82.7 56.9
県 計 91.0 全国14位 74.8 全国18位

参考(H26末県計) 90.7 全国13位 74.2 全国18位
(H25末県計) 89.8 全国13位 73.4 全国18位

　　 (H24末県計) 88.9 全国14位 72.2 全国18位
(H23末県計) 88.7 全国13位 71.2 全国18位

参考(全国平均) 89.9 77.8

         四捨五入を行ったため、合計が合わないことがあります。

　　　注）北方町は四捨五入の結果100％と表記している。

　　　注）平成２７年度末の全国平均値には福島県の調査不能な市町村は含まれていません。
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（２）岐阜県の下水道の計画 

 
① 全県域下水道化構想 （平成５年度策定） 

 

県では、下水道整備の指針となる「全県域下水道化構想」を策定し、これ

に基づき、より合理的かつ効果的な公共下水道、農村下水道（農業集落排水

施設）及び個人下水道（合併処理浄化槽）の整備を進めることにより、普及

率の大幅な向上を目指していくこととしている。 
この構想による、汚水処理人口普及率（農業集落排水施設・浄化槽含む）

は、最終年度には、約 100%を目標としている。 

 

（出典：平成 28年度岐阜県の下水道） 
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（３）流域下水道事業の状況 

 
① 流域下水道事業に係る組織 

 
県の平成 29年 4月 1日時点における流域下水道事業に係る組織図は、以

下のとおりである。 

 

 

   
また、平成 29年 4月 1日時点における下水道課と流域浄水事務所の職種

別職員数は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市建築部 下水道課 管理調整係
経営係

流域下水道係
公共下水道係

流域浄水事務所 総務課
建設課

維持管理課

下水道課 人数 流域浄水事務所 人数
事務職 ６名 事務職 ３名
土木職 ６名 土木職 ５名
計 １２名 電気職 ３名

機械職 １名
無線職 １名
化学職 １名
計 １４名
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② 流域下水道の概要 

 

岐阜県の流域下水道の概要を下記に記載する。 
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（出典：平成 28年度岐阜県の下水道） 

 

③ 流域下水道事業の課題（出典：浄水事業公社平成 28年度事業報告） 

 
ア．施設の老朽化対策について 

 

各務原浄化センターは供用開始後 25年以上経過し、施設の老朽化が進んで

おり、設備機器の故障発生が増えている。平成 28年度においても、重要設備

である受電設備等の経年劣化による突発的故障が発生し、緊急修繕を実施す

る必要があった。今後施設の適切な維持管理に一層努め、突発的な機器故障

の発生を未然に防ぐための計画的な修繕工事を実施する必要がある。 

また、下水道長寿命化計画についても、機器の健全度の状態に応じた計画

の見直しを行いながら、効果的な長寿命化対策、更新工事を実施する必要が

ある。 

 

イ．汚泥処分について 

 

汚泥処分については、汚泥の乾燥処理の委託を㈱りゅういきに、セメント

原料化の委託を住友大阪セメント㈱岐阜工場に行っており、当面の処理能力

には余裕はあるものの、地震等の災害発生時や受入れ工場の故障などの緊急

時の体制を整備するため、引き続き汚泥処分のバックアップ体制の確保に努

めていく必要がある。 

 

ウ．不明水対策について 

 

各務原浄化センターは雨水を入れない分流式下水処理場であるが、実態と

しては通常の汚水に加えて雨水等の浸入もあり、台風等の大雨時には流入水

量が急激に増大し、処理能力を超える異常流入により溢水が起こり得ること

も考えられる。今後も不明水対策を推進していく必要がある。 
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エ．危機管理体制の充実について 

 

下水道は水道や電気などと同様に、日常の生活基盤として欠かせないライ

フラインであるため、流入水の異常や設備等の故障、地震等の災害発生時に

おいても、常に安定して下水処理施設を稼働し続けることが必要である。そ

のため、緊急時に備えた危機管理体制の充実を図る必要がある。 

 
④ 流域下水道事業の財政状態及び収支の状況 

 
ア．流域下水道事業の収支構造 

 
岐阜県流域下水道特別会計の過去 5 年間の歳入及び歳出の状況は下記のと

おりである。 

 

 
 

ⅰ．歳入 

 

（ⅰ）負担金 

流域下水道を管理する都道府県が、当該流域下水道により利益を受ける市

町村に対し、その利益を受ける限度において、流域下水道の設置、改築、修

繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部の負担を求めるものであ

る。 

 

出典：下水道課歳入歳出決算額調
流域下水道特別会計（地方公営企業決算状況調査より） （単位：百万円）

項目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

負担金 2,636 2,569 2,631 2,654 2,981

国庫補助金 1,100 745 693 615 243

一般会計繰入金 853 871 874 857 885

下水道事業債 684 629 667 639 535

繰越金 224 177 178 148 139

その他 109 81 90 81 88

合計 5,606 5,072 5,133 4,994 4,871

建設費 1,818 1,315 1,313 1,136 602

維持管理費 2,178 2,125 2,193 2,231 2,397

公債費元金 1,014 1,072 1,120 1,155 1,167

公債費利子 401 381 358 333 305

その他 18 1 1 1 0

合計 5,429 4,894 4,985 4,856 4,471

177 178 148 138 400

歳入

歳出

差引（歳入-歳出）
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（ⅱ）国庫補助金 

下水道施設の建設には多額の費用が必要であり、また下水道を緊急に整備

することは国家的見地から見ても非常に重要であるとの考えから、下水道を

建設する地方公共団体に対して行っている国の補助である。 

（ⅲ）一般会計繰入金 

総務省の地方公営企業繰出金通知に基づいて行われる一般会計から流域下

水道特別会計への繰入、及び県の立場として行う事業の財源として充てるた

め、当該通知の基準外として行う繰入である。 

（ⅳ）下水道事業債 

当該年度の県の起債による、主に下水道施設建設費財源調達額である。下

水道事業はその初期段階に集中的な投資が必要となるが、一旦処理場等の設

備が整うとその事業効果は長期に渡るため、建設費の財源は起債により調達

し、その償還を将来にわたり行うことにより、現在の住民のみでなく将来の

サービス受益者にも相応の負担をさせることにより世代間の公平を図ってい

る。 

（ⅴ）繰越金 

流域下水道事業特別会計の翌年度への繰越事業の財源、及び決算剰余金で

ある。 

 

ⅱ．歳出 

 

（ⅰ）建設費 

下水道施設を新たに建設する場合及び古い施設を改築する場合に要する費

用である。 

（ⅱ）維持管理費 

下水道施設の維持管理のための費用である。 

（ⅲ）公債費元金 

下水道事業債として借り入れた金額の返済元金である。 

（ⅳ）公債費利子 

下水道事業債として借り入れた金額の返済利子である。 

 

平成 24年度から 27 年度にかけて歳入歳出差引額に大きな増減はないが、

平成 28 年度歳入歳出額は平成 27 年度と比較して 262 百万円増加している。

これは平成 28年度の歳出－建設費が 534百万円減少しているためであり、公

共事業について国の追加補正予算分も含め繰越したことにより工事請負費が

607百万円減少している影響が大きい。 
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平成 28年度の歳入－負担金が 327百万円増加しているが、これは国の追加

補正予算により公共事業が増加したことによる建設費負担金 169 百万円の増

加及び単価改定に伴う維持管理負担金160百万円の増加の影響である。また、

平成 28年度の歳入－国庫補助金が 372百万円減少しているが、これは公共事

業の繰越に伴って国庫補助金も未収入で繰越したことによる影響である。 

 

イ．他団体との比較 

 

岐阜県と年間有収水量が近似している他の 6 団体との比較を実施した。総

事業費（百万円）を年間計画処理能力（㎥）で除した値は下水道施設の処理能

力当たりの建設コストを表している。岐阜県は 225.63（百万円／㎥）と算定

され、7 団体の中で 3 位であり平均値を 11.83（百万円／㎥）下回っており、

水道施設の処理能力当たりの建設コストは低く抑えられていることを示して

いる。営業収益（円）を年間有収水量（㎥）で除した値は水量当たりの収益性

を表している。岐阜県は 56.25（円／㎥）と算定され、7団体の中で 5位であ

り平均値を 6.72（円／㎥）下回っており、水量当たりの収益性は高くないこ

とを示している。営業収益（百万円）から営業費用（百万円）を控除した値は

通常業務に係る損益を表している。岐阜県は 284（百万円）と算定され、7団

体の中で 3位であり平均値を 168（百万円）上回っており、通常用務に係る収

益性は高いことを示している。 

年間有収水量に対する営業収益は少ないが、営業費用をさらに低く抑えて

いるため、営業収益（百万円）から営業費用（百万円）を控除した値が平均を

上回っている。下水道施設建設時に計画処理能力を低く設定し、維持管理費

と資本費を抑えていることが営業費用が少なく計上されている要因である。 

 

 

団体名

富山県 627.94 4位 58.34 4位 615 1位

山形県 587.11 1位 54.75 6位 447 2位

岐阜県 618.16 3位 56.25 5位 284 3位

山梨県 596.10 2位 78.55 2位 60 4位

秋田県 717.90 7位 46.46 7位 -1 5位

群馬県 696.83 5位 58.84 3位 -122 6位

栃木県 710.08 6位 87.60 1位 -471 7位

平均 650.59 62.97 116

（総務省自治財政局「平成27年度 地方公営企業年鑑」第2編第3章事業別第7項下水道
事業 12個表(6)施設及び業務概況（その1）に関する調、（7）業務概況（その２）に関する
調、(8)歳入歳出決算及び施設改良費に関する調より）

総事業費（千円）／計画
処理能力（㎥／日）

営業収益（円）/年間有
収水量（m3）

営業収益（百万円）-営
業費用（百万円）
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